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自動車リサイクル法の概要



背景

• 年間４００万台の使用済み自動車排出
• 最終処分場枯渇
• 鉄スクラップ価格の低迷

→逆有償の発生

↓

・従来のリサイクルシステムの機能不全

・不法投棄、不適正処理の発生



関係主体

• 自動車製造業者
• 引き取り業者
• フロン回収業者
• 解体業者・破砕業者
• 自動車所有者



内容

• リサイクル費用を徴収し、逆有償を解消

• 既存のインフラを使用
シュレッダーダスト・フロン・エアバッグに対処

• 自動車製造業者に処理責任



自動車リサイクル市場における望ましいこと

• ＡＳＲ（シュッレッダーダスト）の排出を極力抑制
すること。 ⇒ 管理型処分場に回るＡＳＲ量

• の抑制

• 中古車部品市場における新たなシステムの構築。
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だからこそ・・・

・中古車市場・中古車部品市場確立のために輸出

に着目してみては？

⇒勿論解決しなければならない点は多々

ex.廃棄物の越境・責任問題



貿易も視野に入れた中古車市場・中古車部
品市場のあり方を考察する。

↓

これによってよりグローバルな循環型社会の
形成を目指す！！


